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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

!愛媛県訓令第１０号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

令和３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４ 浄化槽工事業者及び特例浄化

槽工事業者に対する報告徴収及

び立入検査に関すること（第３３

条 第２項、第５３条 第１項 第３

号、第２項）。

○

５～５２

省略

５～５２

省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項

、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、３９の部、４０の部、４３の部１の項及び ５２の部に掲

げる事務については「管理課」と、同表９の部及び１０

の部に掲げる事務については「用地課」として、同表

の規定を適用する。

２ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項

、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、４３の部１の項及び ５２の部１の項に掲げる事務に

ついては「事業管理課」と、同表９の部及び１０の部に

掲げる事務については「用地課」として、同表の規定

を適用する。

３ 省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項!から"まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、３９の部、４０の部、４３の部１の項並びに５２の部に掲

げる事務については「管理課」と、同表９の部及び１０

の部に掲げる事務については「用地課」として、同表

の規定を適用する。

２ 南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

３の部まで、４の部２の項!から"まで、３の項及び

４の項、５の部から８の部まで、１１の部から３７の部ま

で、４３の部１の項並びに５２の部１の項に掲げる事務に

ついては「事業管理課」と、同表９の部及び１０の部に

掲げる事務については「用地課」として、同表の規定

を適用する。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長 課長 所長 課長

健

康

増

進

課

１～３

省略

健

康

増

進

課

１～３

省略

４ 感染

症の予

防及び

感染症

１ 感染症に関する情報の収集及

び公表に関すること。

４ 感染

症の予

防及び

感染症

１ 感染症に関する情報の収集及

び公表に関すること。

! 患者等の診断の届出の受理

（第１２条第１項 、第

○ ! 患者等の診断の届出の受理

（第１２条第１項、第４項、第

○
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の患者

に対す

る医療

に関す

る法律

（平成

１０年法

律 第

１１４号）

の施行

に関す

る事務

６項、第８項、第１３条第１

項、第７項）

の患者

に対す

る医療

に関す

る法律

（平成

１０年法

律 第

１１４号）

の施行

に関す

る事務

６項 、第１３条第１

項、第５項）

" 省略 " 省略

# 指定届出機関及び指定提出

機関の指定の辞退の申出の受

理（第１４条第５項、第１４条の

２第７項）

○ # 指定届出機関及び指定提出

機関の指定の辞退の申出の受

理（第１４条第４項、第１４条の

２第６項）

$ 検体等の検査の実施（第１４

条の２第３項、第１５条第５

項、第１６条の３第７項、第２６

条の３第５項、第２６条の４第

５項、第４４条の７第５項、第

５０条第２項、第３項）

○ $ 検体等の検査の実施（第１４

条の２第３項、第１５条第４

項、第１６条の３第７項、第２６

条の３第５項、第２６条の４第

５項、第４４条の７第５項、第

５０条第２項、第３項）

○

% 質問及び調査の実施（第１５条

第１項、第３項、第８項、第１５

条の２第１項、第１５条の３第２

項）

○ % 質問及び調査の実施（第１５条

第１項、第３項、第８項、第１５

条の２第１項、第１５条の３第２

項）

○

& 省略 & 省略

２～６ 省略 ２～６ 省略

７ 消毒その他の措置に関するこ

と。

７ 消毒その他の措置に関するこ

と。

! 検体等の提出命令（第２６条

の３第１項、第５０条第１項）

○ ! 検体等の提出命令（第２６条

の３第１項、第５０条第１項）

○

" 検体等の収去（第２６条の３

第３項、第５０条第１項）

○ " 検体等の収去（第２６条の３

第３項、第５０条第１項）

○

# 検体の提出等の命令（第２６

条の４第１項、第５０条第１

項）

○ # 検体の提出等の命令（第２６

条の４第１項、第５０条第１

項）

○

$ 検体の採取（第２６条の４第

３項、第５０条第１項）

○ $ 検体の採取（第２６条の４第

３項、第５０条第１項）

○

%～' 省略 %～' 省略

( 措置を実施する旨の通知等

（第３６条第１項、第４４条の４

第１項、第５０条第５項）

○ ( 措置を実施する旨の通知等

（第３６条第１項、第４４条の４

第１項、第５０条第１項）

○

) 建物への立入制限等の措置

の実施に係る掲示（第３６条第

４項、第４４条の４第１項、第

５０条第６項）

○ ) 建物への立入制限等の措置

の実施に係る掲示（第３６条第

３項、第４４条の４第１項、第

５０条第４項）

○

８ 省略 ８ 省略

９ 新型インフルエンザ等感染症

に関すること。

９ 新型インフルエンザ等感染症

に関すること。

! 感染症にかかつていると疑

うに足りる正当な理由のある

者に対する報告の徴収又は協

力 の 要 請（第４４条 の３第１

項）

○ ! 感染症にかかつていると疑

うに足りる正当な理由のある

者に対する報告の徴収又は協

力 の 要 請（第４４条 の３第１

項）

○

" 感染症の患者に対する報告

の徴収又は協力の要請（第４４

条の３第２項）

○ " 報告を求めた者に対する

の徴収又は協力の要請（第４４

条の３第２項）

○
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#・$ 省略 #・$ 省略

１０ 新感染症に関すること。 １０ 新感染症に関すること。

!～( 省略 !～( 省略

) 感染症にかかつていると疑

うに足りる正当な理由のある

者に対する報告の徴収又は協

力 の 要 請（第５０条 の２第１

項）

○ ) 感染症にかかつていると疑

うに足りる正当な理由のある

者に対する報告の徴収又は協

力 の 要 請（第５０条 の２第１

項）

○

* 感染症の所見がある者に対

する報告の徴収又は協力の要

請（第５０条の２第２項）

○ * 報告を求めた者に対する

する報告の徴収又は協力の要

請（第５０条の２第２項）

○

+・, 省略 +・, 省略

１１ 省略 １１ 省略

５～７

省略

５～７

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長 課長 所長 課長

環

境

保

全

課

１ 省略 環

境

保

全

課

１ 省略

２ 大気

汚染防

止 法

（昭和

４３年法

律第９７

号）の

施行に

関する

事務

１～４ 省略 ２ 大気

汚染防

止 法

（昭和

４３年法

律第９７

号）の

施行に

関する

事務

１～４ 省略

５ 特定粉じん排出等作業に関す

ること。

５ 特定粉じん排出等作業に関す

ること。

! 実施の届出の受理（第１８条

の１７第１項、第２項）

○ ! 実施の届出の受理（第１８条

の１５第１項、第２項）

○

" 計画の変更の命令（第１８条

の１８）

○ " 計画の変更の命令（第１８条

の１６）

○

# 作業基準適合命令等（第１８

条の２１）

○ # 作業基準適合命令等（第１８

条の１９）

○

６ 水銀排出施設に関すること。 ６ 水銀排出施設に関すること。

! 設置の届出の受理（第１８条

の２８第１項、省 令 第１０条 の

６）

○ ! 設置の届出の受理（第１８条

の２３第１項、省 令 第１０条 の

６）

○

" 使用の届出の受理（第１８条

の２９第１項、省令第１０条の

６）

○ " 使用の届出の受理（第１８条

の２４第１項、省令第１０条の

６）

○

# 構造等の変更の届出の受理

（第１８条の３０第１項、省令第

１０条の６）

○ # 構造等の変更の届出の受理

（第１８条の２５第１項、省令第

１０条の６）

○

$ 計画の変更又は廃止の命令

（第１８条の３１）

○ $ 計画の変更又は廃止の命令

（第１８条の２６）

○

% 改善勧告等（第１８条の３４第

１項）

○ % 改善勧告等（第１８条の２９第

１項）

○

& 改善命令等（第１８条の３４第

２項）

○ & 改善命令等（第１８条の２９第

２項）

○

' 実施の制限期間の短縮の承

認（第１０条第２項、第１８条の

３６第１項）

○ ' 実施の制限期間の短縮の承

認（第１０条第２項、第１８条の

３１第１項）

○
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( 氏名等の変更又は使用の廃

止の届出の受理（第１１条、第

１８条の３６第２項）

○ ( 氏名等の変更又は使用の廃

止の届出の受理（第１１条、第

１８条の３１第２項）

○

) 地位の承継の届出の受理

（第１２条 第３項、第１８条 の３６

第２項）

○ ) 地位の承継の届出の受理

（第１２条 第３項、第１８条 の３１

第２項）

○

７・８ 省略 ７・８ 省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法 律

（昭和

４５年法

律 第

１３７

号）の

施行に

関する

事務

１～５ 省略 ３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法 律

（昭和

４５年法

律 第

１３７

号）の

施行に

関する

事務

１～５ 省略

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特

別管理産業廃棄物収集運搬業の

許可に関すること。

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特

別管理産業廃棄物収集運搬業の

許可に関すること。

!・" 省略 !・" 省略

# 災害時等緊急収集運搬業者

の指定（省令第９条第１４号、

第１０条の１１第６号）

○

$ 能力及び実績の基準適合性

の認定（省令第９条の２第６

項、第１０条の９第２項、第１０

条の１２第２項、第１０条の２２第

２項）

○ # 能力及び実績の基準適合性

の認定（省令第９条の２第４

項、第１０条の９第２項、第１０

条の１２第２項、第１０条の２２第

２項）

○

% 省略 $ 省略

& 省略 % 省略

' 省略 & 省略

( 省略 ' 省略

) 省略 ( 省略

* 省略 ) 省略

+ 省略 * 省略

, 省略 + 省略

- 省略 , 省略

７ 産業廃棄物処分業及び特別管

理産業廃棄物処分業の許可に関

すること。

７ 産業廃棄物処分業及び特別管

理産業廃棄物処分業の許可に関

すること。

!・" 省略 !・" 省略

# 災害時等緊急処分業者の指

定（省令第１０条の３第１０号、

第１０条の１５第４号）

○

$ 能力及び実績の基準適合性

の認定（省令第１０条の４第５

項、第１０条の９第３項、第１０

条の１６第２項、第１０条の２２第

３項）

○ # 能力及び実績の基準適合性

の認定（省令第１０条の４第３

項、第１０条の９第３項、第１０

条の１６第２項、第１０条の２２第

３項）

○

% 省略 $ 省略

& 省略 % 省略

' 省略 & 省略

( 省略 ' 省略

) 省略 ( 省略

* 省略 ) 省略

愛 媛 県 報令和３年４月１日 第１９３号外２

１０７



（愛媛県農林水産研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県農林水産研究所処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県青少年対策本部規程の一部改正）

第３条 愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

& 省略 % 省略

' 省略 & 省略

( 省略 ' 省略

８～１７ 省略 ８～１７ 省略

４～１１

省略

４～１１

省略

１２ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

法（平

成１３年

法律第

６５号）

の施行

に関す

る事務

１～１０ 省略 １２ ポリ

塩化ビ

フェニ

ル廃棄

物の適

正な処

理の推

進に関

する特

別措置

法（平

成１３年

法律第

６５号）

の施行

に関す

る事務

１～１０ 省略

１１ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の保管場所等の変更の届出

の受理（ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法施行規則（平成１３

年環境省令第２３号。以下この部

において「省令」という。）第

１０条第２項、第１１条、第２１条、

第２８条）

○

１２ 事業を承継すべき相続人であ

ることを証する書類の提出要求

（省令第２５条第２項、第３５条第

２項）

○

１３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物等

の譲受けの届出の受理（省令第

２６条第２項、第３６条）

○

１３～１７

省略

１３～１７

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

省略

企画戦略部

研究企画室

! 省略

" 研究所と地方局農林水産振興部農業振興課との調整に関す

ること。

#～$ 省略

省略

省略

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

省略

企画戦略部

研究企画室

! 省略

" 研究所と地方局産業経済部産業振興課 との調整に関す

ること。

#～$ 省略

省略

省略

愛 媛 県 報令和３年４月１日 第１９３号外２
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（愛媛県長寿社会対策本部規程の一部改正）

第４条 愛媛県長寿社会対策本部規程（昭和５９年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局男女共同参画推進班規程の一部改正）

第５条 愛媛県地方局男女共同参画推進班規程（昭和５９年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ 観光スポーツ文化部長

２～５ 省略

１ スポーツ・文化部長

２～５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 観光スポーツ文化部長

４～９ 省略

１・２ 省略

３ スポーツ・文化部長

４～９ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第３条 班に班長を置き、地方局地域産業振興部長の職にある者を

もつて充てる。

２ 班に副班長を置き、地方局地域産業振興部総務県民課長の職に

ある者をもつて充てる。

３ 省略

（庶務）

第５条 班の庶務は、地方局地域産業振興部総務県民課において処

理する。

別表（第３条関係）

（職制）

第３条 班に班長を置き、地方局総務企画部長 の職にある者を

もつて充てる。

２ 班に副班長を置き、地方局総務企画部総務県民課長 の職に

ある者をもつて充てる。

３ 省略

（庶務）

第５条 班の庶務は、地方局総務企画部総務県民課 において処

理する。

別表（第３条関係）

１ 地方局地域産業振興部総務県民課防災対策室長

２ 地方局地域産業振興部地域政策課長

３ 地方局地域産業振興部商工観光課長

４ 省略

５ 省略

６ 地方局農林水産振興部農業振興課地域農業育成室長

７ 地方局農林水産振興部森林林業課長

８ 地方局農林水産振興部水産課長

９・１０ 省略

１１ 地方局地域産業振興部支局商工観光室長

１２ 省略

１３ 省略

１４ 地方局農林水産振興部支局地域農業育成室長

１５ 地方局農林水産振興部支局森林林業課長

１６ 地方局農林水産振興部支局水産課長

１７～１９ 省略

１ 地方局総務企画部総務県民課防災対策室長

２ 地方局総務企画部地域政策課長

３ 省略

４ 省略

５ 地方局産業経済部産業振興課商工観光室長

６ 地方局産業経済部産業振興課地域農業育成室長

７ 地方局産業経済部森林林業課長

８ 地方局産業経済部水産課長

９・１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 地方局産業経済部支局商工観光室長

１４ 地方局産業経済部支局地域農業育成室長

１５ 地方局産業経済部支局森林林業課長

１６ 地方局産業経済部支局水産課長

１７～１９ 省略

愛 媛 県 報令和３年４月１日 第１９３号外２
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（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

第６条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程の一部改正）

第７条 愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程（平成３年愛媛県訓令第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局県民情報室規程の一部改正）

第８条 愛媛県地方局県民情報室規程（平成５年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１～３ 省略

４ 観光スポーツ文化部長

５～１２ 省略

１～３ 省略

４ スポーツ・文化部長

５～１２ 省略

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１・２ 省略

３ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

４～１２ 省略

１・２ 省略

３ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

４～１２ 省略

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 親切行政を推進するとともに、県民の声を県政に反映させ

ることにより、開かれた県政の推進に資するため、企画振興部政

策企画局広報広聴課に県民総合相談プラザを、地方局地域産業振

興部地域政策課及び支局総務県民室に県民相談プラザを設置す

る。

（任務）

第２条 県民総合相談プラザは、次に掲げる事務を処理する。

!・" 省略

# 省略

$ 省略

２ 県民相談プラザは、当該地方局管内（支局にあっては、当該支

局管内）における前項第１号から第３号までに掲げる事務を処理

する。

別表（第４条関係）

１ 省略

２ 県民相談プラザ

（設置）

第１条 親切行政を推進するとともに、県民の声を県政に反映させ

ることにより、開かれた県政の推進に資するため、企画振興部政

策企画局広報広聴課に県民総合相談プラザを、地方局総務企画部

地域政策課 及び支局総務県民室に県民相談プラザを設置す

る。

（任務）

第２条 県民総合相談プラザは、次に掲げる事務を処理する。

!・" 省略

# 県政広報ビデオライブラリーの運営に関すること。

$ 省略

% 省略

２ 県民相談プラザは、当該地方局管内（支局にあっては、当該支

局管内）における前項第１号から第４号までに掲げる事務を処理

する。

別表（第４条関係）

１ 省略

２ 県民相談プラザ

室長 地方局地域産業振興部地域政策課長及び支局総

務県民室長の職にある者

室長補佐 地方局地域産業振興部地域政策課主幹の職にあ

る者（地方局長が指定する者に限る。）及び支局

総務県民室地域政策班長の職にある者

室員 地方局地域産業振興部地域政策課地域振興係及

び支局総務県民室地域政策係に属する職員

室長 地方局総務企画部地域政策課長 及び支局総

務県民室長の職にある者

室長補佐 地方局総務企画部地域政策課主幹 の職にあ

る者（地方局長が指定する者に限る。）及び支局

総務県民室地域政策班長の職にある者

室員 地方局総務企画部地域政策課地域振興係 及

び支局総務県民室地域政策係に属する職員

愛 媛 県 報令和３年４月１日 第１９３号外２
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（愛媛県地方局農林水産業総合対策推進班規程の一部改正）

第９条 愛媛県地方局農林水産業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第１０条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な実施を図ると

ともに、行政資料の有償頒布を行うため、地方局地域産業振興部

総務県民課及び支局総務県民室並びに四国中央庁舎、西条第二庁

舎、!万高原庁舎、大洲庁舎、西予庁舎及び愛南庁舎（以下「出

先庁舎」という。）の地方局長が定める課所に、情報公開窓口及

び個人情報保護窓口並びに行政資料有償頒布窓口として地方局県

民情報室を設置する。

別表第２（第５条関係）

１ 地方局地域産業振興部総務県民課及び支局総務県民室に設置

する地方局県民情報室

（設置）

第１条 情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な実施を図ると

ともに、行政資料の有償頒布を行うため、地方局総務企画部総務

県民課 及び支局総務県民室並びに四国中央庁舎、西条第二庁

舎、!万高原庁舎、大洲庁舎、西予庁舎及び愛南庁舎（以下「出

先庁舎」という。）の地方局長が定める課所に、情報公開窓口及

び個人情報保護窓口並びに行政資料有償頒布窓口として地方局県

民情報室を設置する。

別表第２（第５条関係）

１ 地方局総務企画部総務県民課 及び支局総務県民室に設置

する地方局県民情報室

室長 地方局地域産業振興部総務県民課長及び支局総務県

民室長の職にある者

室員 地方局地域産業振興部総務県民課長補佐及び支局総

務県民室主幹の職にある者

地方局地域産業振興部総務県民課総務係並びに支局

総務県民室の総務県民防災グループ及び総務県民グ

ループに属する職員

室長 地方局総務企画部総務県民課長 及び支局総務県

民室長の職にある者

室員 地方局総務企画部総務県民課長補佐 及び支局総

務県民室主幹の職にある者

地方局総務企画部総務県民課総務係 並びに支局

総務県民室の総務県民防災グループ及び総務県民グ

ループに属する職員

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 地方局推進班に班長を置き、地方局農林水産振興部長の職

にある者をもって充てる。

２ 地方局推進班に副班長を置き、地方局農林水産振興部農業振興

課長の職にある者をもって充てる。

（庶務）

第６条 地方局推進班の庶務は、地方局農林水産振興部農業振興課

において処理する。

別表（第３条関係）

（職制）

第４条 地方局推進班に班長を置き、地方局産業経済部長 の職

にある者をもって充てる。

２ 地方局推進班に副班長を置き、地方局産業経済部産業振興課長

の職にある者をもって充てる。

（庶務）

第６条 地方局推進班の庶務は、地方局産業経済部産業振興課

において処理する。

別表（第３条関係）

１ 地方局農林水産振興部長

２ 地方局農林水産振興部農業振興課長

３ 地方局農林水産振興部農村整備課長（中予地方局及び南

予地方局八幡浜支局にあっては、農村整備第一課長及び農

村整備第二課長）

４ 地方局農林水産振興部森林林業課長（中予地方局にあっ

ては!万高原森林林業課長を、南予地方局にあっては肱川

流域林業振興課長を含む。）

５ 地方局農林水産振興部水産課長（南予地方局にあって

は、愛南水産課長を含む。）

６～８ 省略

１ 地方局産業経済部長

２ 地方局産業経済部産業振興課長

３ 地方局産業経済部農村整備課長 （中予地方局及び南

予地方局八幡浜支局にあっては、農村整備第一課長及び農

村整備第二課長）

４ 地方局産業経済部森林林業課長 （中予地方局にあっ

ては、!万高原森林林業課長を

流域林業振興課長を含む。）

５ 地方局産業経済部水産課長 （南予地方局にあって

は、愛南水産課長を含む。）

６～８ 省略
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（愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程の一部改正）

第１１条 愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程（平成１８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方本部）

第７条 省略

２ 省略

３ 地方本部長は地方局長の職にある者を、副地方本部長は地方局

地域産業振興部長の職にある者をもって充てる。

４～６ 省略

別表１（第３条関係）

（地方本部）

第７条 省略

２ 省略

３ 地方本部長は地方局長の職にある者を、副地方本部長は地方局

総務企画部長 の職にある者をもって充てる。

４～６ 省略

別表１（第３条関係）

１～４ 省略

５ 観光スポーツ文化部長

６～１５ 省略

１～４ 省略

５ スポーツ・文化部長

６～１５ 省略

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１～５ 省略

６ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

７～１３ 省略

１４ 東予地方局地域産業振興部地域政策課長

１５ 中予地方局地域産業振興部地域政策課長

１６ 南予地方局地域産業振興部地域政策課長

１～５ 省略

６ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

７～１３ 省略

１４ 東予地方局総務企画部地域政策課長

１５ 中予地方局総務企画部地域政策課長

１６ 南予地方局総務企画部地域政策課長

改 正 後 改 正 前

（幹事会）

第６条 省略

２ 省略

３ 幹事長は、企画振興部政策企画局長の職にある者に知事が命ず

る。

４ 副幹事長は、企画振興部政策企画局地域政策課長の職にある者

をもって充てる。

５～９ 省略

（事務局）

第８条 対策本部の事務を処理するため、企画振興部政策企画局地

域政策課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、企画振興部政策企画局地域政策課長

の職にある者をもって充てる。

別表１（第３条関係）

（幹事会）

第６条 省略

２ 省略

３ 幹事長は、企画振興部地域振興局長の職にある者に知事が命ず

る。

４ 副幹事長は、企画振興部地域振興局地域政策課長の職にある者

をもって充てる。

５～９ 省略

（事務局）

第８条 対策本部の事務を処理するため、企画振興部地域振興局地

域政策課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、企画振興部地域振興局地域政策課長

の職にある者をもって充てる。

別表１（第３条関係）

１ 省略

２ 観光スポーツ文化部長

３～７ 省略

１ 省略

２ スポーツ・文化部長

３～７ 省略

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１～３ 省略

４ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

５ 観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課長

６ 省略

７～９ 省略

１０ 南予地方局地域産業振興部地域政策課長

１～３ 省略

４ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

５ 省略

６ 経済労働部観光交流局観光物産課長

７～９ 省略

１０ 南予地方局総務企画部地域政策課長

別表３（第７条関係） 別表３（第７条関係）
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（愛媛県経済成長戦略推進班規程の一部改正）

第１２条 愛媛県経済成長戦略推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県広報広聴推進班規程の一部改正）

第１３条 愛媛県広報広聴推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程の一部改正）

第１４条 愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程（平成２３年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 省略

２ 南予地方局地域産業振興部長

３ 南予地方局農林水産振興部長

４ 省略

１ 省略

２ 南予地方局総務企画部長

３ 南予地方局産業経済部長

４ 省略

別表４（第７条関係） 別表４（第７条関係）

１ 南予地方局地域産業振興部地域政策課長

２ 南予地方局地域産業振興部商工観光課長

３ 南予地方局農林水産振興部農業振興課長

４ 南予地方局農林水産振興部農村整備課長

５ 南予地方局農林水産振興部森林林業課長

６ 南予地方局農林水産振興部水産課長

７～９ 省略

１０ 南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室長

１ 南予地方局総務企画部地域政策課長

２ 南予地方局産業経済部産業振興課長

３ 南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室長

４ 南予地方局産業経済部農村整備課長

５ 南予地方局産業経済部森林林業課長

６ 南予地方局産業経済部水産課長

７～９ 省略

１０ 南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室長

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～４ 省略

５ 省略

６ 経済労働部産業支援局産業人材課長

７ 省略

１～４ 省略

５ 経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室長

６ 省略

７ 省略

８ 経済労働部観光交流局観光物産課長

９ 経済労働部観光交流局国際交流課長

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～５ 省略

６ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

７～１４ 省略

１５ 地方局地域産業振興部地域政策課長

１６・１７ 省略

１～５ 省略

６ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

７～１４ 省略

１５ 地方局総務企画部地域政策課長

１６・１７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１～７ 省略

８ 観光スポーツ文化部長

９～２３ 省略

１～７ 省略

８ スポーツ・文化部長

９～２３ 省略
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（愛媛県特別滞納整理班規程の一部改正）

第１５条 愛媛県特別滞納整理班規程（平成２４年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛のくに えひめ営業本部規程の一部改正）

第１６条 愛のくに えひめ営業本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１～３ 省略

４ 観光スポーツ文化部スポーツ局長

５～１０ 省略

１１ 東予地方局地域産業振興部長

１２ 中予地方局地域産業振興部長

１３ 南予地方局地域産業振興部長

１４～１９ 省略

１～３ 省略

４ スポーツ・文化部スポーツ局長

５～１０ 省略

１１ 東予地方局総務企画部長

１２ 中予地方局総務企画部長

１３ 南予地方局総務企画部長

１４～１９ 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 班は、別表に掲げる職にある者及び中予地方局地域産業振

興部税務管理課納税室の職員（特別滞納整理グループに属する者

に限る。）をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、中予地方局地域産業振興部税務管理課長の

職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、中予地方局地域産業振興部税務管理課におい

て処理する。

別表（第３条関係）

（組織）

第３条 班は、別表に掲げる職にある者及び中予地方局総務企画部

税務管理課納税室 の職員（特別滞納整理グループに属する者

に限る。）をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２ 班に副班長を置き、中予地方局総務企画部税務管理課長 の

職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、中予地方局総務企画部税務管理課 におい

て処理する。

別表（第３条関係）

１ 省略

２ 中予地方局地域産業振興部税務管理課長

３ 東予地方局地域産業振興部税務管理課長

４ 省略

５ 南予地方局地域産業振興部税務課長

６ 省略

７ 中予地方局地域産業振興部税務管理課納税室長

８ 中予地方局地域産業振興部税務管理課納税室滞納処分専

門員（中予地方局長が指定するものに限る。）

１ 省略

２ 中予地方局総務企画部税務管理課長

３ 東予地方局総務企画部税務管理課長

４ 省略

５ 南予地方局総務企画部税務課長

６ 省略

７ 中予地方局総務企画部税務管理課納税室長

８ 中予地方局総務企画部税務管理課納税室滞納処分専門員

（中予地方局長が指定するものに限る。）

改 正 後 改 正 前

（任務）

第２条 省略

２ 前項に定めるもののほか、営業本部は、伝統工芸品産業の振興

に関することを処理する。

３ 営業本部は、前２項の事項に係る業務を円滑に処理するため必

要があるときは、あらかじめ関係部局と調整した上で処理するも

のとする。

（営業統括課長、企画主幹及び営業グループ）

第６条 省略

（任務）

第２条 省略

２ 営業本部は、前項 の事項に係る業務を円滑に処理するため必

要があるときは、あらかじめ関係部局と調整した上で処理するも

のとする。

（営業統括課長、企画主幹及び営業グループ）

第６条 省略
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２～５ 省略

６ 営業グループに、企画戦略グループ、すご味グループ及びすご

モノグループを置く。

７ 省略

８ 営業課長は、すご味係長、すごモノ係長及びスゴ技係長の職に

ある者をもって充てるほか、観光スポーツ文化部、経済労働部及

び農林水産部の職員のうちから知事が命ずる。

９ 省略

１０ 営業副課長は、観光スポーツ文化部、経済労働部及び農林水産

部に所属する職員のうちから、必要に応じて知事が命ずる。

１１ 省略

（東京営業本部）

第７条 関東地方における機動的かつ効果的な営業活動を展開する

ため、営業本部に東京営業本部を置く。

２ 東京営業本部は、東京本部長、東京副本部長及び東京営業部長

をもって組織する。

３～５ 省略

６ 東京本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、東京営業本部の事務を統括する。

７・８ 省略

（大阪営業本部）

第８条 近畿地方及び中部地方における機動的かつ効果的な営業活

動を展開するため、営業本部に大阪営業本部を置く。

２ 大阪営業本部は、大阪本部長、大阪営業部長及び名古屋営業課

長をもって組織する。

３～５ 省略

６ 大阪本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、大阪営業本部の事務を統括する。

７・８ 省略

別表（第３条関係）

２～５ 省略

６ 営業グループに、企画戦略グループ、すご味グループ及びすご

モノグループを置く。

７ 省略

８ 営業課長は、すご味係長、すごモノ係長及びスゴ技係長の職に

ある者をもって充てるほか、観光スポーツ文化部、経済労働部及

び農林水産部の職員のうちから知事が命ずる。

９ 省略

１０ 営業副課長は、観光スポーツ文化部、経済労働部及び農林水産

部に所属する職員のうちから、必要に応じて知事が命ずる。

１１ 省略

（東京本部 ）

第７条 関東地方における機動的かつ効果的な営業活動を展開する

ため、営業本部に東京本部 を置く。

２ 東京本部 は、東京本部長、東京副本部長及び東京営業部長

をもって組織する。

３～５ 省略

６ 東京本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、東京本部 の事務を統括する。

７・８ 省略

（大阪本部 ）

第８条 近畿地方及び中部地方における機動的かつ効果的な営業活

動を展開するため、営業本部に大阪本部 を置く。

２ 大阪本部 は、大阪本部長、大阪営業部長及び名古屋営業課

長をもって組織する。

３～５ 省略

６ 大阪本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、大阪本部 の事務を統括する。

７・８ 省略

別表（第３条関係）

１ 観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 東予地方局地域産業振興部商工観光課長

１４ 東予地方局農林水産振興部農業振興課長

１５ 中予地方局地域産業振興部商工観光課長

１６ 中予地方局農林水産振興部農業振興課長

１７ 南予地方局地域産業振興部商工観光課長

１８ 南予地方局農林水産振興部農業振興課長

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 経済労働部観光交流局観光物産課長

６ 経済労働部観光交流局国際交流課長

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 東予地方局産業経済部産業振興課長

１５ 中予地方局産業経済部産業振興課長

１６ 南予地方局産業経済部産業振興課長
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（愛媛県県有財産管理推進本部規程の一部改正）

第１７条 愛媛県県有財産管理推進本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県被災地派遣実施本部規程の一部改正）

第１８条 愛媛県被災地派遣実施本部規程（平成３０年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県産業人材対策班規程の一部改正）

第１９条 愛媛県産業人材対策班規程（平成３１年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 観光スポーツ文化部スポーツ局長

４～１１ 省略

１・２ 省略

３ スポーツ・文化部スポーツ局長

４～１１ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～３ 省略

４ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

５～１１ 省略

１２ 東予地方局地域産業振興部総務県民課長

１３ 中予地方局地域産業振興部総務県民課長

１４ 南予地方局地域産業振興部総務県民課長

１５・１６ 省略

１～３ 省略

４ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

５～１１ 省略

１２ 東予地方局総務企画部総務県民課長

１３ 中予地方局総務企画部総務県民課長

１４ 南予地方局総務企画部総務県民課長

１５・１６ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 班に班長を置き、経済労働部産業支援局長の職にある班員

をもって充てる。

２ 班に副班長を置き、経済労働部産業支援局産業人材課長

の職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、経済労働部産業支援局産業人材課

において処理する。

別表（第３条関係）

（職制）

第４条 班に班長を置き、経済労働部産業雇用局長の職にある班員

をもって充てる。

２ 班に副班長を置き、経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材

室長の職にある班員をもって充てる。

（庶務）

第６条 班の庶務は、経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室

において処理する。

別表（第３条関係）

１ 経済労働部産業支援局長

２ 省略

３ 観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課長

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 経済労働部産業支援局産業人材課長

９～１１ 省略

１ 経済労働部産業雇用局長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 経済労働部産業雇用局労政雇用課産業人材室長

８ 経済労働部観光交流局国際交流課長

９～１１ 省略
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（副知事の担任事務に関する規程の一部改正）

第２０条 副知事の担任事務に関する規程（令和元年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県気候変動適応センター規程の一部改正）

第２１条 愛媛県気候変動適応センター規程（令和２年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

!愛媛県訓令第１１号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

! 省略

" 副知事 田中英樹

ア 観光スポーツ文化部観光交流局、県民環境部防災局、経済

労働部、農林水産部及び土木部の所掌事務に関すること。

イ 省略

# 副知事 八矢拓

ア 観光スポーツ文化部スポーツ局及び文化局、県民環境部県

民生活局及び環境局、保健福祉部並びに出納局の所掌事務並

びに公営企業管理局の事務に関すること。

イ 省略

２ 省略

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

! 省略

" 副知事 田中英樹

ア 観光スポーツ文化部観光交流局、県民環境部防災局、経済

労働部、農林水産部及び土木部の所掌事務に関すること。

イ 省略

# 副知事 八矢拓

ア スポーツ・文化部 、県民環境部県

民生活局及び環境局、保健福祉部並びに出納局の所掌事務並

びに公営企業管理局の事務に関すること。

イ 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

４～１９ 省略

１・２ 省略

３ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

４～１９ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間
備考 貸与対象者 品目

数

量

着用

期間

貸与

期間
備考

１～１３ 省略 １～１３ 省略

１４ 循環型社会推進課

に勤務する職員のう

作業服 １ 年間 ２年 廃棄物の監視

指導業務に従

１４ 循環型社会推進課

に勤務する職員のう

作業服 １ 年間 ２年 現地調査を担

当するものに
作業服 １ 夏期 ２年 作業服 １ 夏期 ２年
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